
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

（法人番号） 

宮田村商工会（法人番号 7100005009177） 

宮田村（地方公共団体コード 203882） 

実施期間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日 

目標 

経営発達支援事業の目標 

【目標①】小規模事業者の事業計画策定を策定するうえで必要

な、経営分析等の結果を踏まえた営業目標や方針等

の PDCAサイクルの機能を設定する他、今後の課題や

方向性を検討し受動的ではなく能動的にできる事業

計画の策定を伴走支援することにより地域の産業振

興を図る。 

【目標②】小規模事業者の「強み」を活かした独自のサービス

や技術等の提供や、DⅩ活用による販路拡大を支援す

ることにより地域の活性化を図る。 

【目標③】上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾

聴を通じて、個々の課題を設定した上で地域経済を

支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での

持続的発展の取組を図る。 

事業内容 

Ⅰ.経営発達支援事業の内容 

３．地域経済動向調査に関すること 

  ・地域の経済動向分析（国が提供するビッグデータの活用） 

４．需要動向調査に関すること 

  ・自社による商品調査 

５．経営状況の分析に関すること 

・小規模事業者の経営分析 

６．事業計画の策定支援に関すること 

・事業計画策定支援 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

・事業計画のフォローアップ（計画策定の全事業者を対象） 

８．新たな需要の開拓支援に関すること 

・SNS や HPを活用した販売促進の支援 

連絡先 

宮田村商工会 

〒３９９-４３０１ 長野県上伊那郡宮田村８６-１ 

TEL：０２６５-８５-２２１３ FAX：０２６５-８５-４９１６ 

e-mail:miya@miyada.or.jp 

宮田村 産業振興推進室商工観光係 

〒３９９-４３９２ 長野県上伊那郡宮田村９８ 

TEL：０２６５-８５-５８６４ FAX：０２６５-８５-４７２５ 

e-mail:sangyo@vill.miyada.nagano.jp 
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（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

１．目標 

（１）地域の現状及び課題 

①現状 

ア 宮田村の概況 

  宮田村は（以下、当村）は、長野県の南部の上伊那 

地域に位置し、面積 54.5ｋ㎡で近隣には伊那市、駒ケ根 

市に接し、生活圏が密接に絡んでいる。当村西側には中 

央アルプスがあり、木曽郡上松町や木曽町とは地理的に 

接しているが交通は伊那市の権兵衛峠を利用して交流が 

ある。東側は天竜川が流れ平野部が広がり川の両岸に 

は河岸段丘や扇状地が形成され「宮田方式」と呼ばれ 

る農地の所有と利用を分離し農業生産力を高める方策が 

1980年代に取られた。昭和２９年１月１日に町制を施行 

して宮田町となり、後に昭和の大合併により、駒ケ根市 

宮田となったが昭和３１年９月３０日に分市し、再び宮 

田村となり現在に至る。 

  交通は、東京から車で中央道、国道１５３号・伊那西部広域農道を利用し約３時間４０分、電車

の場合は、JR中央本線、飯田線を利用し約４時間の距離にある。 

  宮田村商工会（以下、当会）は、当村唯一の商工団体である。 
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 「豊かな人文・住みよい宮田」 

基本理念（産業） 

 先人が守り育んできた進取の気質と人情味あふれる住民性、歴史に裏付けられた豊かな文化、

安全で快適な住みよい環境を受け継ぎ、さらに充実させていくため、昭和４５年に策定した第１

次計画から「豊かな人文・住みよい宮田」を理念として掲げ、村づくりに取り組んでいきます。 

 

村づくりの基本目標 

 「住みたい、住んでよかった、住み続けたい宮田村の実現」 

 

■基本計画（令和３年度～令和１２年度） 

１章 活力あふれる村づくり 

 ２節 「商工業が元気な村」 

   目標「村内事業所の年間販売・出荷額の増加」 

   課題：後継者の不足やグロー ル化への対応中心市街地の活性化を求める声 

①  振興と活性化のための支援 

②  企業マッチング支援 

 ４節 「賑わい集う村」 

目標「宮田村を訪れる観光客 １３万４，３００人」 

課題：リニア中央新幹線の開通も見据え多くの人が訪れる賑わいある村を創出するため観

光とまちなかの振興 

①  中央アルプス駒ケ岳の設備と活用 

②  宮田高原の整備と活用 

③  山麓エリアの整備と活用 

④  伊那街道「宮田宿エリア」の整備と活用 

⑤  点から線、面への展開 

②課題 

  これまで記述した内容から小規模事業者にとって対策が必要な地域の課題をまとめる。 

  まず、人口をみると、当村の人口は平成１７年頃までは増加傾向にあったが、現在は減少傾向に

ある。その背景として人口の高齢化や少子化は進んでおり、将来的に人口は減少していく見通しで

あるが世帯数は増加傾向にあるが移住や夫婦のみ世帯の核世帯になっている要因がある。小規模事

業者においては、人口減少への転換に向けた対策が課題となる。 

  特産品では、当村は、第６次産業で開発したワインのブランド化に力を入れている。小規模事業

者においても、こういった特産品を活用した企画販売が期待されているがワインまつりやワインで

乾杯条例を打ち出したものの村外への PRが不足している課題がある。 

  業種別の事業所数の推移をみると、人口減少や新型コロナウイルス感染症があっても大幅に減少

することはないが経営者の高齢化と後継者不足が大きな課題である。 

  業種別の課題をみると、商業では、昔からのやり方による販売方法と能動的に計画を立てて進め

る経営者が少ない。今後、近郊市街地による大型店舗出店や伊駒アルプスロードの建設やリニア中

央新幹線による脅威に対して耐え成長できるよう地域の需要を的確に把握し、地元での購買意欲を

促すための取り組みが課題である。また、工業においても経営者の高齢化と後継者不足がある。中

堅企業に多様なコア技術を持った企業が多く小規模事業者にとってこういった企業が身近にある

強みもあるため現状取引の継続できるのも独自技術あってのことであるため独自技術を伸ばすこ

とや新たな取引先の獲得等が課題といえる。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

①10年程度の期間を見据えて 

  当村は、移住・定住支援策を実施することで世帯数は微増傾向にある。しかし、人口の高齢化
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や少子化は進んでおり、将来的にも人口は減少していく見通しである。この流れの中では、小規 

模事業者も高齢化や後継者不足を要因として減少していくことは容易に予測することができる。 

   このような状況を考えると、小規模事業者が持続的経営を行うためには、近郊市街地の大型店

舗やバイパス開通、リニア中央新幹線開通に係る脅威と差別化を行うため地域に密着した事業展

開の強化や域外（観光客を含む）のニーズに応じた外貨獲得のための事業展開が必要であるとい

える。そこでこれらが実現できている姿を、１０年後の小規模事業者のあるべき姿と定める。 

   幸いにも工業は多様なコア技術を持ち、独自の手法や自社製品を持つ企業が多いことで従業員

の増加が期待できるため、宮田村へ働きに来る方向けのサービスを展開することでの新規顧客獲

得が可能であると考える。 

 また、上記を実現するためには、データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創

造することが必要である。そのため、小規模事業者も DⅩの活用を経営に浸透させる必要がある。 

 

②宮田村第 6次総合計画との連動性・整合性 

 「宮田村第６次総合計画の商工業部分では「商工業が元気な村」を掲げている。人口増加に係る

取り組みでもあるため、商業では、地域に密着した事業展開や商店の個性を磨き、直面する高齢化

社会が抱える課題や地域の需要を的確に把握し、地元での購買意欲を促すこと。工業では、自社技

術を大事にしながら経営者の高齢化に伴う後継者不足に立ち向かうための支援を行うことなどを

掲げている。 

 前項で記述した小規模事業者のあるべき姿「小規模事業者が受動的ではなく能動的に取り組める

ため強みを全面に打ち出した独自のサービスや技術などを提供や DⅩを活用による販路拡大する

こと」は、当然に村が掲げる「商工業が元気な村」に資する目標であり連動性・整合性がある。 

 

③商工会としての役割 

  当会は、昭和３５年に創立以来、村内唯一の総合経済総合経済団体として小規模事業者の経営改

善普及事業と地域振興事業を両論で実施してきた。 

  経営改善普及事業については、従来からの金融、税務、労務等の基礎的経営改善支援に対応しな

がら近年では、事業計画策定支援、各種補助金活用支援など多岐に亘っており、令和４年度には年

間 897回の巡回、窓口による個別指導を実施してきた。 

  今後は、求められるニーズが多岐多様化するなかで、小規模事業者個々の技術力やサービス等の

強みを見出し、その強みを活かした付加価値の高い新商品開発やそれに伴う販路開拓、サービスの

販路拡大といった事業所の自立的かつ持続的な発展に向けた支援展開を、小規模事業者に寄り添っ

た伴走型支援として持続的に行う必要がある。 

創業予定者については、創業計画書の作成、開業に至るまでの各種支援だけでなく、開業後も経

営の持続化、安定化をはかるための伴走型支援が求められる。 

商工会は、地域に密着した総合経済団体であり、小規模事業者に対する支援機関として行政はも

とより近郊にある商工会、地元金融機関や専門的公的機関等と連携を一層深め、小規模事業者への

伴走型支援体制の構築を支援機関の中核としていく事が求められている。 

また、宮田村第６次総合計画にある「振興と活性化」が掲げる内容にもあるように受動的ではな

く能動的に動ける体制強化と仕組みづくりで実施しやすい事業計画策定を伴走的に支援する。 

第１期経営発達支援計画では、以下の目標を掲げ、小規模事業者支援を実施してきた。今後は第

２期経営発達支援計画を定め、小規模事業者の活性化に向けて全職員一丸となり取り組む。 

目標（第１期経営発達支援計画） 

（１）次世代を担う経営者育成による事業所の持続・成長支援 

（２）労働力確保と能力育成による事業継続支援 

（３）新規産業創出による地域活力強化支援 

（４）各種イベントを通じた交流人口増加支援 

（３）経営発達支援事業の目標 
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 これまで記述した（１）、（２）を踏まえ、本計画の目標を以下のとおり定める。 

 

【目標①】 

小規模事業者の事業計画策定を策定するうえで必要な、経営分析等の結果を踏まえた営業目標や

方針等の PDCA サイクルの機能を設定する他、今後の課題や方向性を検討し受動的ではなく能動的

にできる事業計画の策定を伴走支援することにより地域の産業振興を図る。 

 

【目標②】 

小規模事業者の「強み」を活かした独自のサービスや技術等の提供や、DⅩ活用による販路拡大

を支援することにより地域の活性化を図る。 

 

【目標③】 

上記を実現するために、小規模事業者との対話と傾聴を通じて、個々の課題を設定した上で地域

経済を支える小規模事業者の力を引き出し、地域全体での持続的発展の取組を図る。 

 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和６年４月１日～令和１１年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

【目標①達成のための方針】 

本計画では、小規模事業者の能動的な計画経営（事業計画策定および実施により必要な、経営分

析等の結果を踏まえた営業目標や方針等の PDCA サイクルの機能）の実施を目指すため実現に向け

て、まずは当会が経営計画を実現するための支援を行い浸透させていく必要がある。 

そこで、まずは経営分析支援により各事業者の現状を明らかにする。経営分析では、税務データ

等からみえる表面的な経営課題だけでなく、事業者との対話と傾聴を通じて経営の本質的な課題を

事業者自らが認識すると同時に、地域経済分析システム（RESAS）等の分析を通じて外部環境を整

理する。これらの分析結果を活用しながら、今後の課題や方向性を検討し受動的ではなく能動的に

できる事業計画の策定を伴走支援しながらまとめる。策定後は伴走型でフォローアップを行い、事

業計画を実現させる。 

 

【目標②達成のための方針】 

小規模事業者の「強み」を全面に打ち出した独自のサービスや技術等の提供のためにはまずは、

消費者のニーズを把握する必要がある。そこで事業計画を策定する事業者に関連する商品調査を通

じて個社の商品の需要動向を調査し、結果を基に商品のブラッシュアップに繋げる。また、DⅩ活

用による販路拡大に対しては、DⅩに関する意識の醸成や基礎知識を習得させることとし、実際に

DⅩに向けた IT を活用するため IT に詳しい専門家の派遣等により個社支援を実施し伴走型で支援

を行う。 

 

【目標③達成のための方針】 

経営分析、事業計画の策定、策定後の実施支援の各局面で経営力再構築伴走支援モデルによる支

援を実施する。具体的には、経営課題の設定から課題解決を支援するにあたり、経営者や従業員と

の対話を通じて、事業者の自走化のための内発的動機付けを行い、潜在能力を引き出す。 

また、これを実現するために、経営指導員等の資質向上を実施する。 
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う際は、補助員や当会その他職員の同行をさせ、ノウハウを習得する。 

 

イ 職員間の定期ミーティング 

当会内の月２回の定期ミーティングのなかで研修内容等の情報を共有す

る。具体的には研修等へ参加した職員が研修で得た情報について紹介し、

ミーティングないで意見交換を行う。 

 

ウ データベース化 

支援に携わった経営指導員等が基幹システムである小規模事業者支援シス

テムに支援に関するデータ入力を適時・適切に行う他、企業ごとのファイ

ルに紙ベースで取得した情報の綴り込みを行う。これにより、支援中の小

規模事業者の状況等を職員全員で相互共有し、担当外の職員でも一定レベ

ル以上の対応ができるようにするとともに、支援ノウハウを蓄積し、組織

内で共有することで支援能力の向上を図る。 
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（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和５年１１月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制 

等） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※長野県は、グループでの支援を中心に事業者支援を実施している。本計画も経営支援センター上

伊那南部エリアグループと連携しながら実行する。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

 氏 名：上山 貴寿 

 連絡先：宮田村商工会 TEL：０２６５-８５-２２１３ 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言 

 

（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

 〒３９９-４３０１ 

 長野県上伊那郡宮田村８６－１ 

 宮田村商工会 

 TEL：０２６５-８５-２２１３ ／ FAX：０２６５－８５－４９１６ 

 E‐mail：miya@miyada.or.jp 

 

③ 関係市町村 

 〒３９９-４３９２ 

 長野県上伊那郡宮田村９８ 

 宮田村 産業振興推進室商工観光係 

 TEL：０２６５-８５-５８６４ ／ FAX：０２６５－８５－４７２５ 

 E‐mail：sangyo@vill.miyada.nagano.jp 

 

 

経営支援センター上伊

那南部エリアグループ 

・伊那市商工会 

・飯島町商工会 

・中川村商工会 

法定経営指導員 １名 

補助員     １名 

準補助員    １名 

一般職員    ２名 

事務局長 
宮田村 

産業振興推進室 

商工観光係 
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（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 

必要な資金の額 150 150 150 150 150 

 

専門家派遣 

 

講習会開催費 

 

アンケート調

査費 

90 

 

30 

 

30 

90 

 

30 

 

30 

90 

 

30 

 

30 

90 

 

30 

 

30 

90 

 

30 

 

30 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費・県補助金・村補助金・事業受託費・受益者負担金等で充当 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 
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（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

 

連携して事業を実施する者の役割 

 

 

連携体制図等 

 

 

 


